
平成１９年度特許庁知財駆け込み寺連携事業 

特 許 セ ミ ナ ー 
《カリキュラム》 
1.発明と特許との関係。 

2. 出願時にやるべき得策は。  

3．戦略的な出願と今ある特許の 

使い方(～事例研究を通じて～) 

4．有効な特許にするためのポイント 

5.特許明細書とは。 

１４時から１７時 

『知財駆け込み寺相談会』 
＊特許・実用新案を中心とした個別

相談会。（要予約） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

開催日時  
平成 20年 2月 22日（金）
１３：００～１７：００ 

場 所 
堺商工会議所２階  
大会議室 

セミナー定員 
５０名（先着申込順） 

相談会定員 
 ４名（１社あたり４５分 

先着申込順） 
セミナー受講料・相談料 

 無  料 

講師プロフィール  弁理士 吉田 昌司 氏 
昭和 42年大阪府立大学工学部機械工学科卒業後、昭和 42年～54年新
日本工機㈱に勤務。昭和 54 年～平成 17 年の間、数軒の特許事務所に
勤務。平成 17年～深見特許事務所に勤務。 
この間、昭和 60 年弁理士試験合格。平成 15 年特定侵害訴訟代理業務
試験合格。 
専門は、機械・精密機器。 

相談員プロフィール  弁理士 盛田 昌宏 氏 
昭和 29年福井大学大学院機械工学専攻科修了。 
（この間、数軒の特許事務所勤務。） 
平成 3年弁理士登録。 
平成 6年事務所開業。 
専門は、機械・金属・ソフトウェア 
問 合 せ  
 堺商工会議所中小企業相談所 経営支援課 

TEL072-258-5581  E-mail sakaicci@sakaicci.or.jp  
主 催   特許庁・堺商工会議所中小企業相談所 
共 催 (財)堺市産業振興センター 
協 力 (社)発明協会大阪支部 

特特許許ののううままいい出出願願とと

使使いい方方ののテテククニニッックク  

 

特許を上手に出願するには、出願の目的を明確にすることです。
目的には権利化出願と防衛出願があり、目的に沿った出願を行う
ことです。また、早く、安く、広く、強い権利取得のためには、
事前準備が重要です。さらに、権利登録後の活用方法は、独占排
他的に実施すること及びライセンスすることです。また他人の実
施を排除することです。そこで特許のうまい出願と使い方のテク
ニックについて解説します。 



[受講申込は、所報付録の最終ページの受講申込書に必要事項をご記入の上、お申込ください。] 
受 講 ・ 参 加 申 込 書 

共 通 事 項＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【申込方法】堺商工会議所 各担当課まで、必要事項をご記入の上お申込みください。 
  〒591‐8502  堺市北区長曽根町 130番地 23 TEL 072-258-5581   FAX 072-258-5580 
         URL http://www.sakaicci.or.jp E-mail sakaicci@sakaicci.or.jp 

※ 無料（フリー）メールからの申込はできませんのでご注意ください。 
※ 申込書にご記入いただきました情報は、当所からの各種連絡・情報提供のために利用し、当該事業の目的 
以外には一切使用いたしません。 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
堺商工会議所 経営支援課行    特許セミナー 受講申込書 

事業所名  T E L  

所 在 地  
〒 

FAX/E-mail 
 

受 講者名  役職名（所属）  

受 講者名  役職名（所属）  

知財駆け込み寺相談会【希  望】有 ・ 無 

          【相談内容】                           簡単にご記入

ください。 

 
 


